
1. 都市農業振興基本計画の概要と

今後の都市農業振興の展開方向

渡邉新一郎

わが国の都市農業が有する多様な機能の発揮への期待を含め

た都市農業に対する評価が高まる中，議員立法により平成 27

年 4 月に制定された「都市農業振興基本法」に基づき，都市農

業の振興に関する施策の基本的な方向などを定めることとされ

た「都市農業振興基本計画」が平成28 年 5 月 13 日に閣議決定

されたところである。本報では，都市農業振興基本計画に示さ

れた都市農業の振興に関する基本的な方針や今後講ずべき施策

の概要および今後の都市農業の振興に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項などについて，紹介するも

のである。

（水土の知84-11，pp.3〜7，2016)

都市農業，振興，都市農業振興基本法，都市農業振興基本

計画，税制

2. 計画的都市農業・農地利用

都市農業振興基本法のもとでの都市農業

後藤 光蔵

2015 年 4 月に都市農業振興基本法が制定され，2016 年 5 月

にそれに基づいて都市農業振興基本計画が閣議決定された。こ

の法律は，1968 年の都市計画法で宅地化すべきものとされた

市街化区域内農地も含めて，都市の農地の位置づけを「あって

当たり前のもの」「あるべきもの」へ 180 度転換させるもので

ある。本報は都市農業振興基本法成立の背景とその意義，およ

び都市農業振興基本法による都市農業・農地の位置づけの転換

が計画的都市農業・農地利用への取組みという新たな課題をも

たらしていることを考察した。

（水土の知84-11，pp.9〜12，2016)

都市農業，都市計画法，都市農業振興基本法，多面的機

能，計画的都市農業

3. 練馬区の都市農業の取組みと展開

浅井 葉子

練馬区は生きた農業が都市生活に融合している都市である。

江戸時代から，江戸の町に近い利便性を生かした近郊農業が営

まれ，現在も，地の利を生かした多くの都市農業の取組みが進

められている。住宅地に点在する農地は，まちづくりの歴史の

中で，意欲ある農業者などの努力により必然的に残ってきたも

のである。農地と屋敷林が醸し出す農の風景は人々に潤いと安

らぎを与え，農に関わる都市生活は真の豊かさをもたらす。今

後，都市農地を保全する制度の確立と，都市農業が発展できる

まちづくりの仕組みを早急に整備する必要がある。本報では，

練馬区に息づく農の取組みを概観し，制度の変遷の歴史を踏ま

えつつ，現行制度の課題を提示すると同時に，練馬区の未来に

向けた取組みを紹介する。

（水土の知84-11，pp.13〜17，2016)

都市農業，都市農地，練馬区，農業体験農園，屋敷林

4. 都市農地の防災機能活用の取組みと今後の課題

溝端 悦規

阪神淡路大震災を契機に，全国的に「災害に強いまちづくり」

が進められており，南海トラフ地震や直下型地震の発生が危惧

されている中，大阪府では平成 15 年に農地を防災空間として

保全活用することを目的に，大阪府および府内市町村で「大阪

府防災農地推進連絡会」が設置された。貝塚市においては，貝

塚市地域防災計画に基づき，安全・安心のまちづくり，防災機

能の整備を推進し，さらに強化するため，都市部の農地の持つ

防災機能に着目し，平成20 年より「防災農地」の取組みを行っ

ている。現在，市内では269筆 15.6 haの農地が防災農地に登

録されており，防災訓練などを通じ，「防災農地」について市民

への周知啓発に努めている。平成 27 年度には，国の調査事業

を活用し，貝塚市の防災農地の取組みの現状と今後の課題につ

いて，調査検証を行った。

（水土の知84-11，pp.19〜22，2016)

南海トラフ地震，都市農地の防災機能，防災農地登録制

度，都市農業の振興，都市農地の保全

農業農村工学会誌 第 84巻第 11 号 報文・技術リポート内容紹介

小特集 都市農業の価値を生かす農業農村整備の多様なアプローチ

特集の趣旨

わが国の都市農業は，都市農業者や関係者の努力により，農産物の供給に加えて，防災，景観形成，環境保全，あるいは

農業体験・学習の場の提供といった多様な機能を発揮しており，都市農業に対する評価が高まっています。

このような中，平成27 年 4 月に，「都市農業振興基本法」が制定されました。都市農業の安定的な継続を図り，多様な機

能を適切かつ十分に発揮させることにより，良好な都市環境の形成に資することを目的としています。都市住民から顔が見

えるところで都市農業が営まれることは，厳しい状況にある農業・農村そのものへの理解を深めることにつながり，さらに

は都市農地が“あるべきもの”としてあることにより，環境共生型の都市を形成する上で重要な役割を果たしていくと期待

されています。

本小特集では，このような政策転換を受けて検討されつつある基本計画などの施策事例，都市農地の保全や防災，良好な

景観形成に取り組んでいる農業農村整備事例など，あるいは進展する都市農業が求める農業農村整備に関わる課題・提案に

関する報文などを広く紹介します。



5. 都市農業を支える市民参加型の農業モデルの展開方向

唐崎 卓也

本報では，都市における持続的な農業の形態として，都市住

民と農業者が有機的な関係にある市民参加型の農業モデルの展

開方向について考察した。まず，都市住民による都市農業に対

する新たなニーズとして，地震などに対する防災と災害対応，

高齢者を含む都市住民の福祉・コミュニティ機能の2つを挙げ

た。それらの機能を発揮しうる農業モデルとして，都市住民が

地元の農業者を買い支え，農作業への支援を行う市民参加型の

仕組みである CSAを取り上げ，国内の2つの農場の事例をも

とに，CSAが都市農業の有する多様な機能の発揮に寄与する

ことを明らかにした。

（水土の知84-11，pp.23〜26，2016)

農業モデル，市民参加，防災機能，園芸福祉，CSA，都市

農業

6. 農村地域に在住する非農家向け市民農園の

現状と今後の展望

内川 義行

農村への移住・定住願望は増大しているといわれ，同地域に

居住する非農家割合もまた増加している。これらの人々にとり

魅力ある，農村ならではの暮らしを実現するためのツールとし

て市民農園の役割は大きい。一方，その先行研究は，多くが都

市市街地と近郊地域が主対象であった。また，農村部では都市

農村交流の機能にフォーカスしたものが多く，地域在住の非農

家向け農園は存在するが，これに着目した研究は蓄積がない。

そこで本報は，長野県千曲市を事例にその実態を把握し，課題

を抽出・検討した。その結果，農村地域に在住する非農家向け

市民農園は，配置や施設整備と連動した総合的な計画のもと実

施されているとはいえず，今後はこれまでの都市近郊での成果

・経験を活かしつつも，農村部独自の新たな計画論が必要なこ

とを示した。 （水土の知84-11，pp.27〜30，2016)

市民農園，農村地域，非農家，農村生活，総合的計画

7. 平野部水田地帯のジグソーパズル方式の

「都市農業」の提言

石井 敦

平野部水田地帯の「都市農業」の保全・活性化のための農地

利用・整備計画について論じた。日本の平野部の都市の多く

は，広大な水田地帯で囲まれているため，今後，耕作放棄を防

止して農地および良好な生活環境を保全するためには，土地利

用型農業でかつ採算のとれる大規模稲作経営を中核とした，多

様な農業を行ってゆく必要があること，単位農業経営規模（経

営面積/専従作業員数），作目，灌漑排水施設の要否といった属

性の異なる農業経営体の単位耕作地群を，ジグソーパズルの

ピースをはめ込むような方式でゾーニングを行った上で，適切

な整備をする必要があること，耕作地調整によってこうした

ゾーン分けは実現可能であることなどを，国内外の先駆的事例

を参照して論述した。

（水土の知84-11，pp.31〜34，2016)

都市農業，巨大区画水田，ゾーニング，耕作地調整，利用

集積，耕作放棄

（報文）

東南アジアにおける農地整備の現状

齋藤 晴美・渡邊 史郎・後藤 光喜

わが国は歴史的に灌漑事業が先行するものの，明治の近代国

家成立以降灌漑と農地整備の双方を追い求めてきた。一方，東

南アジアの農地の整備状況をみると東南アジア諸国では稲の

2，3期作が可能なことから，農地の整備はまだその緒についた

ばかりである。これは，コメの輸出大国であるタイを含め，カ

ンボジア，スリランカにおいて同様のことが言える。理由とし

て，農地整備や機械の導入による労働生産性の向上よりも，灌

漑による土地生産性の向上に重点を置いているからである。ま

た，換地処分や事業実施手続きに係る法制度の整備が不十分で

あることも関係している。しかし，ミャンマーのように本格的

な農地整備に着手した国もあり，国々の状況に応じて，技術協

力を進めていく。

（水土の知84-11，pp.37〜40，2016)

灌漑，農業機械，圃場整備，東南アジア，農地整備

（報文）

大区画水田が大規模経営体にもたらす効果と整備実現の視点

坂田 賢・吉村亜希子・野坂 浩司

コメの生産費削減や農業法人増加の促進が政府方針として定

められている。実現手段の一つとして水田の大区画化を契機と

した営農の効率化が挙げられる。本報では 5 haを超える区画

を含む農業農村整備事業を実施した大規模経営体を事例とし

て，基盤整備の効果，成功要因などを分析した。その結果，区

画や用排水特性に応じた作付体系を確立し，水管理の省力化を

含む作業時間の大幅な短縮により収益を確保していることを示

した。また，基盤整備の実現には事業実施前から耕作地の流動

化を促進する素地があったこと，事業を契機に省力的な営農が

行える区画形状や栽培方法について協議を重ねたこと，作業効

率の高い機械体系を導入したことなどを示した。

（水土の知84-11，pp.41〜44，2016)

大区画水田，大規模農家，水管理，直播栽培，省力化，労

働生産性，合意形成

（報文）

猿ヶ石川農業水利事業の取組み

櫻井 睦・澤口 勝彦・杉山 哲也・山岸 裕之

本地域は，岩手県中南部，北上川 5 大ダムである田瀬ダムを

水源とする地域で，猿ヶ石川の左右岸に展開する花巻市および

北上市にまたがる里地里山に囲まれた美しい農村景観の広がる

水田地帯であり，稲作を中心に，大豆，麦，飼料および野菜な

どを組み合わせた複合経営を展開する県内有数の農村地帯であ

る。北上川沿いには平坦地が広がり，その東方に行くに連れて

緩やかな丘陵地・山地と続き，地形に合わせて造成された棚田

が広がっている。本報では，平成20 年度に着工し平成27 年度

末で事業完了した国営猿ヶ石川農業水利事業で整備した取入施

設，立沢水路橋，猿ヶ石川サイホンなどの主要施設の整備内容

や，事業実施による環境配慮などの地域との調和について報告

する。

（水土の知84-11，pp.45〜48，2016)

国営かんがい排水事業，農村振興，猿ヶ石川，土地改良，

岩手県，灌漑施設更新事業



（技術リポート：北海道支部）

サロベツ湿原再生を目指す農地と湿原の共生

幸口 岳・岡田 忠信

北海道最北部のサロベツ地域の農地は，泥炭に起因する地盤

沈下による排水不良などが生じたため，国営総合農地防災事業

サロベツ地区により機能回復を図っている。一方，当地域は日

本の代表的な泥炭湿地となっているが，湿原の乾燥化による植

生環境への影響が懸念されており，湿原の再生および農業など

との共生が課題となっている。そのため，「上サロベツ自然再

生全体構想」を基本に，地域一丸となって各種の取組みを行っ

てきている。農業関係では，湿原に隣接する農地に一定幅の

「緩衝帯」を設け，農地としての排水機能の確保と，湿原の保全

に必要な地下水位の維持の両立を目指す取組みを行っている。

本報では，当取組みの評価などのため実施している地下水位の

調査結果について報告する。

（水土の知84-11，pp.50〜51，2016)

国営総合農地防災事業，機能回復，自然再生，湿原，共生，

地下水位

（技術リポート：東北支部）

ダム式小水力発電施設の導入事例

坂 隼人・早坂 俊明

国営米沢平野二期農業水利事業は，前歴事業である国営米沢

平野農業水利事業で造成した基幹水利施設などの改修を主とし

ているが，併せて2カ所の小水力発電所（水窪ダム発電所，竹

森発電所）を新設し，施設がもつ未利用エネルギーを有効活用

することで地区内の農業水利施設の維持管理費の軽減を図った

ものである。本報では，ダム式の水窪ダム発電所について，位

置選定から施設条件，発電流量の決定に至るまでの計画の概要

および本発電所が通年取水を必要とする上水，工業用水との共

同管理施設である特徴から，建設に当たり施工方法や流量制御

の面で留意した点について紹介する。

（水土の知84-11，pp.52〜53，2016)

小水力発電，発電流量，横軸フランシス水車，バルブ制

御，不断水分岐工法

（技術リポート：関東支部）

木曽川右岸地区における水収支計算の直営化

高橋 量行・南保 正俊

木曽川用水事業木曽川右岸地区（昭和 58 年 3 月完了）は，木

曽川水系飛騨川に位置する白川取水口から取水し，岐阜県美濃

加茂市を中心とした農地約 3,000 haに対し最大 7.00m3/sの

灌漑用水および水道用水，工業用水を供給する事業地区であ

る。当地区の水収支計算プログラムは，コンサルタントが所有

しており，水利権を更新するに当たり計算するたびに契約手続

きと相当する費用，水田転作の考え方を計算に取り入れるため

のプログラムの改造が必要であった。今後の営農変化に対応す

るためにも，汎用パソコンにより水資源機構職員が直営で計算

できるプログラムを作成したことから，その内容について報告

するものである。

（水土の知84-11，pp.54〜55，2016)

灌漑用水，水収支計算，直営化，用水計画，水利権更新

（技術リポート：京都支部）

送出し工法による曲線橋の架設事例

立原 直之

広域営農団地農道整備事業「岩湧地区」において，橋長

L＝112m，幅員W＝9.9m，半径R＝140mの鋼 3径間連続非

合成箱桁橋の「送出し工法」による架設が行われた。一般に，

「送出し工法」は直線橋や緩やかな曲線橋に適用されるが，本事

業において工事の対象となった橋梁は半径が R＝140mと小

さいことから，技術的側面はもとより，安全面にもより配慮し，

協議・検討が重ねられた。本報ではその中からとくに「送出し

手法」，「送出し装置の設置方法」，「トラベラークレーンの安全

性」，「壁高欄コンクリート打設方法」に関する検討事例を紹介

する。

（水土の知84-11，pp.56〜57，2016)

送出し工法，曲線橋，箱桁，安全管理，送出し装置，トラ

ベラークレーン，壁高欄

（技術リポート：中国四国支部）

離島における樹園地整備の実施例

鎌田 浩徳・上田 秀則

愛媛県松山市の沖合いに位置する怒和（ぬわ）島にある元怒

和（もとぬわ）地区は，カンキツをはじめとした農産物の生産

が盛んな地区であるが，地区内には車両通行が可能となる道路

が整備されておらず，灌漑用水は雨水もしくは各個人の井戸水

に頼ったもので，農業経営が不安定な状況であった。このた

め，地区内に承水路兼用農道を整備し，新たに貯水池を築造し

用水の安定化を図るため，これらを施工した事例を報告する。

（水土の知84-11，pp.58〜59，2016)

畑地灌漑，離島，貯水池，農道，汚濁防止

（技術リポート：九州沖縄支部）

宮古圏域内の圃場整備事業における排水処理方式の新たな提案

山城 和真

沖縄県において，琉球石灰岩を基盤とする地帯の圃場整備事

業などの生産基盤整備では，排水処理は浸透池を設けて処理す

る方法が行われている。宮古島では，琉球石灰岩の間隙を利用

して，雨水を浸透させ貯留する地下ダムがある。近年では，排

水不良が地区全体の課題となる圃場整備事業が増えてきている

状況である。本報では，琉球石灰岩が広く分布している宮古島

において，琉球石灰岩の間隙に着目して実施した新たな排水処

理の方法とその結果を報告する。

（水土の知84-11，pp.60〜61，2016)

圃場整備，排水処理，琉球石灰岩，間隙率，浸透池
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